
知 事

会計管理者

総務部
（12課2室）

企画部
（8課）

環境生活部
（9課4室）

保健福祉部
（11課4室）

経済商工観光部
（8課6室）

農政部
（9課3室）

水産林政部
（5課3室）

土木部
（13課）

出納局
（3課1室）

復興・危機管理部
（5課）

■主な地方機関

行政委員会

＊1 主な地方機関
主な地方機関＊2

学校教育の充実や文化、生涯学習の振興などの仕事をしています。
＊1

不当労働行為の審査、労働争議の調整、個別労使紛争のあっせんなど
の仕事をしています。

公共事業のために必要な土地の区域や補償などに関する争いを公正
中立な立場で審理し、裁決などにより解決する仕事をしています。

知事許可漁業等に関する答申、漁業調整に必要な指示の発動などの
仕事をしています。

内水面における水産動植物の採捕に関する指示の発動などの仕事を
しています。

県立学校、教育事務所、図書館、美術館など
警察署、警察学校など

県民が安心して暮らせるよう犯罪や交通事故の未然防止などの仕事を
しています。＊2

選挙が正しく、公正に行われるよう、各種選挙の管理執行や啓発普及な
どの仕事をしています。

県の仕事が正しく、効率よく行われているか監査する仕事をしています。

県職員の採用試験や給与勧告、不利益処分の審査請求の審査などの
仕事をしています。

教育委員会 教育庁
（10課2室）

事務局
（1課）

警察本部
（33課6隊1研究所）

事務局
（1課1チーム）

事務局
（1課）

事務局

事務局

事務局

労働委員会

県 民

総務部 地方振興部 農業振興部 畜産振興部 水産漁港部 林業振興部農業農村整備部

気仙沼地方振興
事務所を除く。

仙台・東部・
気仙沼の各地方
振興事務所のみ。

県議会 公営企業
管理者

東
北
自
動
車
道

山形自動車道

古川

仙台

白石蔵王

くりこま高原栗原合同庁舎

気仙沼合同庁舎

大崎合同庁舎

仙台合同庁舎
県庁

登米合同庁舎

石巻合同庁舎

大河原合同庁舎

仙台東部道路

三陸自動車道

予算案の作成、広
報・広聴、財産の管
理など、県の業務
が円滑に進められ
るようにする仕事
や市町村への助言
などの仕事をして
います。

議員の議会活動を補佐
し、本会議や常任委員会
などの運営、議案資料な
どの調査・収集、議会広
報や議会史の編さん、議
員の福利厚生などの仕
事をしています。

広域水道や工業用水道
を整備し、生活用水や工
業用水を安定的に供給
するほか、流域関連市町
村から流入する汚水の
処理などの仕事をして
います。

東日本大震災など
からの復興の推進
や、様々な危機事案
に対する事前防災・
初動対応・中長期
対応・伝承などの
仕事をしています。

総合計画の策定や
政策に関する調整
を行うほか、デジタ
ル化の推進、スポー
ツの振興、地域交通
政策、各種統計調
査などの仕事をして
います。

地球温暖化対策、3Ｒ
（リデュース・リユース・
リサイクル）の促進、自
然保護など、地域の環
境を守るための仕事
や食の安全安心確
保、消費生活の安定、
文化芸術の振興、協
働共創社会の実現な
ど、県民の暮らしの向
上と安定のための仕
事をしています。

医療従事者の育成
や確保など地域医
療体制の整備・充
実、生活習慣病や感
染症の予防など、県
民の健康を守るた
めの仕事、子育て支
援、お年寄りやから
だの不自由な方、暮
らしに困っている方
の生活支援などの
仕事をしています。

商工業を盛んにす
るため、産学官連携
による新産業創出
や企業誘致の推進、
中小企業などの経
営支援、産業人材の
育成を行うほか、国
内外からの観光客
誘致、国際交流、海
外ビジネス支援な
ど、幅広い仕事をし
ています。

農業、園芸、畜産の
振興のため、生産
技術の指導や生産
基盤の整備を行う
ほか、県産農産物
の流通・販売促進、
農山漁村と都市部
の交流活性化など
の仕事をしています。

水産業、林業の振興
のため、生産技術の
指導や生産基盤の
整備を行うほか、漁
港や漁船の管理・保
全、森林の整備・保
全などの仕事をして
います。

道路や河川、ダム、公
園、住宅などの建
設・管理のほか、空
港や港湾の関連施
設を整備し、住みよ
い郷土をつくるため
の仕事をしています。

県の仕事を進める
上で必要な資金の
出納・管理運用と、
県全体の収入・支
出の決算を行う仕
事をしています。

東日本大震災からの復興事業に引き続き取り組むとともに、県民
に必要不可欠なサービスの安定的供給と事業の着実な実施を図
るため、最も効率の良い組織体制を目指しています。

（令和5年4月現在）

副 知 事

東
北
新
幹
線

議会事務局
（3課）

企業局
（2課）

公安委員会

選挙管理委員会

監査委員

人事委員会

収用委員会

宮城海区漁業
調整委員会

内水面漁場
管理委員会

■地方機関
○公務研修所
○公文書館
○県税事務所

■地方機関
○東京事務所

■地方機関
○消防学校
○防災ヘリコプター
　管理事務所
○環境放射線監視
　センター

■主な地方機関
○保健福祉事務所
　（保健所）
○高等看護学校
○子ども総合センター
○児童相談所
　など

■主な地方機関
○農業改良普及
　センター
○農業・園芸総合
　研究所
○家畜保健衛生所
　など

■地方機関
○保健環境センター
○食肉衛生検査所
○動物愛護センター

■地方機関
○水産技術総合
　センター
○林業技術総合
　センター

■地方機関
○土木事務所
○港湾事務所
○ダム総合事務所

○地方振興事務所
産業振興を中心と
した横断的・一体
的な地域振興の
企画、事業の推進
などの幅広い仕事
をしています。

○大阪事務所
○産業技術総合
　センター
○高等技術専門校
　など

■地方機関
○広域水道事務所
○下水道事務所

県庁2階食堂 みやぎっこ保育園県庁2階コンビニエンスストア
自主的な能力開発機会の提供として、eラーニング研修の実施や通信
講座の受講支援を行っています。

近年の派遣研修

公務研修所での研修

派遣研修研修プログラム

自主研修

◎復興庁　◎内閣府　◎総務省　◎文部科学省　◎農林水産省
◎経済産業省　◎岩手県 　◎トヨタ自動車（株）　など

近年の海外派遣研修
◎（一財）自治体国際化協会　◎中国吉林省東北師範大学　など

公務研修所（東北自治総合研修センター内）

階層別研修
◎新任職員研修
◎主査級研修
◎班長研修 など

選択制研修
◎情報収集分析講座
◎説明力・プレゼンテーション講座
ほか多数

下愛子県職員寮（仙台市青葉区）

自主研修

職員の意識改革や資質の向上及び高度で専門的な知識、技術の修得を
図るため、国や他の自治体（都道府県、県内市町村）、民間企業への派遣
などがあります。また、（一財）自治体国際化協会（CLAIR）などの海外
事務所（ニューヨークなど）への海外派遣研修もあります。

派遣研修

宿泊施設を併設し環境の整った快適な研修施設で、公務員としての
基礎から仕事上必要な様々なスキルまで幅広く学ぶことができます。
職位ごとに身に付けておくべき能力を修得するための「階層別研修」と、
職員の自律的な能力開発のための「選択制研修」を実施しています。

公務研修所での研修

世帯用の職員住宅や独身•
単身用の職員寮が県内各
地に設置され、生活の拠点
として利用されています。

宿舎

職員の健康を守るため、定期健康診断をはじめ、がん検診や健康相談
などが実施されています。また、職員互助会では、宿泊施設やレクリ
エーション施設などを利用する際の助成も行っています。

健康管理・レクリエーション

職員やその家族のために、病気やけが、出産、災害などに対する給付金
制度、老後の生活を保障する年金、各種資金（住宅•結婚など）の貸付
制度があります。

共済制度

県庁内には、職員診療所、食堂、コンビニエンスストア、銀行、郵便局などが
設置されています。また、職員の子どもなどを対象とした県庁内保育所
「みやぎっこ保育園」も設置されています。

施設

※上記の金額には、仙台市内で勤務する場合の地域手当が含まれます。

試験の種類

大学卒業程度 212,971円

194,161円

179,740円

短期大学卒業程度

高等学校卒業程度

初任給

令和5年4月に採用された職員の初任給は、下記のとおリです。なお、民間
企業などにおける職歴がある場合は、一定の基準により職歴期間を加算
して初任給が決定されます。このほか、扶養手当、住居手当、通勤手当、
期末・勤勉手当（年間4.5か月）、特殊勤務手当などがそれぞれの要件により
支給されます。

勤務時間は、原則、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時
15分までで、土曜日、日曜日、祝日等はお休みです。時差勤務やフレックス
勤務を利用して、始業・終業時刻を変更したり、1日あたりの勤務時間を
調整したりすることができます。
年次有給休暇は1年間に20日間（4月1日採用の場合、その年は15日間）
です。このほか、病気休暇、特別休暇、育児休業などがあります。

仙台中央県税事務所納税第一班勤務の場合
（大卒／仙台市内の職員寮に居住）

初任給（地域手当含む）

特殊勤務手当

時間外勤務手当（8時間の場合）

通勤手当（1か月当たり）

合計

M O D E L

212,971円
14,000円
13,568円
12,155円

252,694円

夏季休暇

結婚休暇

ボランティア休暇

リフレッシュ休暇

連続する7日以内

1年間に５日以内

〈主な特別休暇の日数〉

原則として７月から９月までの
期間内で５日以内

満40歳及び満50歳になる年度内において、
連続する3日以内
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